
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
六
号

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施

行
に
伴
い
、
及
び
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食

品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
改
正

法
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
六
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
前
に
販
売
さ
れ
、
販
売

の
用
に
供
す
る
た
め
に
製
造
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
、
又
は
営
業
上
使
用
さ
れ
て
い
る
器
具
又
は
容
器
包
装
と
同

様
の
も
の
が
同
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
製
造
さ
れ
、
若
し
く

は
輸
入
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
に
使
用
さ
れ
る
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
材
質
の
原
材
料
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
物
質
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
、

添
加
物
等
の
規
格
基
準
の
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

（
「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
厚
生
労
働
省
医
薬
・
生
活
衛
生
局
食
品
基
準
審
査
課
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
公
表
す
る
。
）


